
 

 

 

 

授業参観 ありがとうございました！ 
 

 

 

 

 

 

 

４月19日(月)、兵庫県に３度目となる『緊急事態宣言』の発出が現実味を帯びてき

たため、４月24日(土)に予定していた授業参観日を実施するか、それとも中止にする

か悩みました。何しろ、昨年度は、わずか２回しか保護者の皆様に子どもたちの学習

する様子を観ていただくことができなかったため、保護者の皆様から「子どもの学校

での様子がまったくわからない」という意見をいただいていたもので…。そのため、

今年こそは何とか感染防止対策を講じて、可能な限り実施していきたいと思っていま

した。ところが、その矢先、３度目の『緊急事態宣言』です。さすがに、『緊急事態

宣言』中に、外部から多くの方々を迎える行事は持ちにくいですし、私自身、持つべ

きではないと思っています。したがって、頼みの綱は「宣言期間が、どうなるか？」

一つでした。幸い、宣言の開始日が25日(日)からとなったので、今回は予定どおり実

施させていただきました。 

合計、195名の保護者の皆様におこしいただき、子どもたちが授業を受ける様子を

観ていただくことができました。よかったです。ご来校ありがとうございました。 

とはいえ、関西での感染状況は厳しい状況ですし、変異株は小学生も感染リスクが

高いと言われていますので、出来る限りの感染防止を徹底した中での実施を試みまし

た。それに伴い、保護者の皆様にも、参観する際一定の距離をとっていただくようお

願いをさせていただいたわけです。 

結果は、弘道校の保護者の皆様は素晴らしい！どの学年も、完璧にディスタンスを

とった中で参観くださっていました。感動しました。ありがとうございました。 

保護者の皆様はもちろん、地域の皆様にも、このような規制をすることなく、自由

に参観いただける時が、1日も早く来てくれたらいいのにと願うばかりです。 

次は、５月18日(火)に予定していますオープンスクールです。 

しかし、『緊急事態宣言』が延長されると、実施は厳しい状況になりそうです。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

豊岡市立弘道小学校 学校だより  

令 和 ３ 年 ５ 月 ６ 日

No.１２５ 

受付前

に、手指

の消毒を

お願いし

ました。 

検温もお

願いしま

した。 

見事に、一定の

距離を保ちつ

つ、譲り合いな

がら、参観して

くださっていま

した。ありがと

うございまし

た。 
５年生は、40 人学級のため別室にス

クリーンを用意し、三密を回避！ 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
■  3 日（月）憲法記念日（祝）            

■  4 日（火）みどりの日（祝）                    

■  5 日（水）こどもの日（祝）    

■  7 日（金）町探検・有子山（３年） 

        自然学校説明会 

■ 10 日（月）生活定着週間，委員会活動 

       縦割りそうじスタート 

■ 11 日（火）全校朝会，定時退勤日 

■ 12 日（水）１年生を迎える会，一斉下校 

13 日（木）内科検診(１・３年) 

14 日（金）安全点検，歯科検診  

           学校運営協議会 

17 日（月）クラブ活動 

 

■ 18 日（火）８の日検査，読み聞かせ， 

       オープンスクール，定時退勤日 

19 日（水）食育の日，耳鼻科検診  

      わんぱくタイム，一斉下校 

■ 20 日（木）生きもの共生の日，集金日 

■ 21 日（金）防災訓練，防災授業，集金日 

■ 25 日（火）交通安全教室，定時退勤日  

■ 26 日（水）耳鼻科検診 ，一斉下校

27 日（木）全国学力・学習状況調査(６年) 

     ＰＴＡ執行委員会  

28 日（金）８の日検査，歯科検診  

31 日（月）自然学校(～6/4)，  

５月の主な行事 

「教職員定時退勤日」「ノー会議デー」の取組について、ご理解をお願いします！ 
 

よく報道されている「教職員の超過勤務」については、本校も例外ではありません。本校でも、多くの

教職員が勤務時間を延長し働いてくれています。教職員も家庭があり、一人の人間として生活がありま

す。 

そこで、本校では、毎週火曜日を定時退勤日として、遅くても 18 時 30 分までには学校を出るよう職

員には指導しています。そして、それ以外の日も、最終時刻を 21 時に設定し、出来るだけ超過勤務を減

らすよう努めています。 

教職員が元気でないと子どもたちを指導できません。教職員の健康を守るためにも、「教職員定時退勤

日」の実施と教職員の定時退勤日である火曜日に会議をもたない「ノー会議デー」の実施について、ご理

解をお願いいたします。 

『緊急事態宣言』発出に伴い 

修学旅行を 10 月に延期します！ 
 

５月２４日から２５日にかけて広島方面への修

学旅行を予定していたのですが、３度目の『緊急事

態宣言』が発出され、残念ながら１０月へ延期する

ことにしました。 

なかなか、予定していたことが予定どおり実施で

きないことが続いていますが、ご理解いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

 修学旅行説明会も、９月に延期します。また、近

づいてきましたらご案内をさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

期  日 ； １０月１８日（月）・１９日（火） 

行  先 ； 広島方面 

交通手段 ； 貸切バス（全行程） 

 
 

学級集金を定額制へ！ 
今年度から、試みとして、学級集金を定額

制にさせていただきます。 

 これまでは、購入物により、毎月の集金額

を変動させてきたわけですが、１年間の執行

計画をたて、それを月に分割し、毎月ほぼ同

じ集金額となるようにさせていただき、年度

末に調整させていただきます。 

 実は、令和４年度から、この学級集金も給

食費同様口座引き去りを行わせていただき、

職員が出来るだけ現金を扱わないでもよい

ようにしたいと考えています。  

 そこで、移行の前年となる今年度について

は、定額集金の試行とし、毎月同額を集金さ

せていただきます。集金方法はこれまで同

様、集金袋による現金での集金となります。

学年ごと、定額集金の文書を配付しますの

で、ご覧ください。 

よろしくお願いいたします。 

やはり・・・ 
 ３度目の『緊急事態宣言』。短期集中型と言われていましたが、それでは収まりそうになく、２

ヶ月から１ヶ月の延長という言葉が出てきています。それに伴い、学校の教育活動を制限せざるを

えないことがでてきます。急な変更をお願いすることになりますが、ご理解をお願いします。 


